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今月の内容

●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による休業と会社の賃金支払義務
●新型コロナウイルス感染症に伴うハラスメントについて
●セミナー情報 ～コロナ不況に打ち勝つ経営・労務セミナー～

●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響による休業と会社の賃金支払義務
前号（2020年5月号）のタイムズでも「コロナ

ウイルスで休業した場合の従業員給料はどう
なる？」という記事で触れていますが、特に、
給与は翌月払いということが多いことから、緊
急事態宣言の延長により6月支払分の給与も
影響を受ける会社は少なくないと思われます。
厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ＆A

（企業の方向け）」に基づき、深堀りする形で解
説を行いたいと思います。

新型コロナウイルス感染症による休業要請

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）により、

多大な影響を受けておられる会社も多いと思
います。福岡県の動きを振り替えると、2020
年4月7日の緊急事態宣言を受け、福岡県知

事より、県民に対し、生活維持に必要な場合
を除いた外出の自粛、同4月14日からは、県

内の事業者に対して休業等の要請が出されて
います。そのため、4月14日以後、休業をされ
ている会社も少なからずあるでしょう。 しかし、

休業を行うということは、従業員との間で給与
の支払い等で問題が生じえます。かかる休業

の場合にも、会社は、従業員に対して、給与を
支払わなければならないのでしょうか。

本稿では、この点について解説したいと思い
ます。

休業と労働法

では、まず、休業について、法はどのように
規定しているかという原則をみていきましょう。

（１）会社に故意・過失がある場合の休業

休業が専ら会社都合によるものである場合、
従業員は会社に対して賃金を100％支払わな
ければなりません（民法536条2項）。ただし、こ

の民法の規定は危険負担といいますが、当事
者の特約で変更できます。
したがって、就業規則等により民法536条2項
の適用を排除していれば、賃金を100％は支
払う必要はなくなります。
もっとも、労働基準法26条は、「使用者の責

に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平
均賃金の百分の六十以上の手当を支払わな
ければならない。」と規定しております。

労働基準法は、最低基準を定めたものです
から、就業規則や個別の契約でそれを下回る
合意は無効となります。したがって、賃金の6
割は必ず支払わなければなりません。

（２）会社に経営、管理上の障害が生じたがゆ
えの休業

この場合、会社に故意・過失があるとはいえ
ませんが、労働基準法26条により、賃金の6割
を支払う必要があります。
これは、会社に非がなくとも、会社に対して6
割の賃金の支払い義務を負わせるものであり、
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特約で排除できないことから、労働者たる従業
員を厚く保護する規定です。

たとえば、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入れ、製品の納入等が不可能と
なったことにより労働者を休業させる場合も、会
社は賃金の6割は支払う必要があります。その

ため、従業員の安全確保のために休業しなけ
ればならない状況が民法536条2項にいうところ

の、会社の責に帰すべき事由で生じたのでは
ない場合であっても、従業員の就労が可能な
状況において、会社の判断で、従業員の安全
確保のために休業した場合には、労働基準法
26条にもとづく賃金の6割の支払い義務は生じ
るのです。

（３）天変地異等の不可抗力による休業

天変地異等の不可抗力による休業について
は、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべ
き事由による休業」とはいえないため、賃金の6
割の休業手当を支払う必要はありません。

ただし、厚労省によると、その場合にも①その
原因が事業の外部から発生した事故であるこ
と、②事業主が通常の経営者として最大の注
意を尽くしてもなお避けることができない事故で
あることを要件としているので、注意が必要で
す。

厚労省も「例えば、自宅勤務などの方法によ
り労働者を業務に従事させることが可能な場合
において、これを十分検討するなど休業の回避
について通常使用者として行うべき最善の努
力を尽くしていないと認められた場合には、「使
用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、
休業手当の支払が必要となることがある」旨を
指摘しています。

新型コロナウィルス感染症の影響による休業

では、新型コロナウィルス感染症の影響によ
る休業の場合、どのように考えるべきでしょうか。
この点、いくつかの場合分けを行い解説したい
と思います。

１ 従業員が罹患した場合

この場合には、都道府県知事が行う就業制
限により、労働者が休業する場合にあたり、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」（労
基法26条）に該当しないと考えられます。 した
がって、休業手当を支払う必要はありません。
なお、この場合、従業員の方から、「給与が

支払われないと生活ができない。」と言われる
ことがあるかもしれません。 この場合には、被

用者保険に加入している場合は傷病手当が支
給されます。具体的には、療養のために就労
できなくなってから3日を経過した日から、直近
12か月の平均の標準報酬日額の3分の2につ

いて、傷病手当金により補償されますので、そ
の旨を案内することになるでしょう。

２ 従業員が罹患した「疑い」（濃厚接触者等）
がある場合について

従業員が新型コロナウィルスの感染の疑いが
ある場合、最寄りの保健所などに設置される
「帰国者・接触者相談センター」に問い合わせ
せるように促しましょう。 「帰国者・接触者相談

センター」での相談結果を踏まえると、職務の
継続が可能という場合もあるでしょう。

その場合に、会社が他の従業員の安全を確
保するため等の理由で、休業を促す場合、「使
用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり
休業手当を支払う必要があります。

全く仕事を行っていない従業員に休業手当を
支払うのは会社にとっては打撃かもしれません
が、後述の雇用調整助成金の活用して、乗り
切るほかありません。

３ 従業員が発熱などの症状があるため自主
的に休業している場合

この場合には、通常の病欠と同じ扱いでかま
いません。ただし、会社として、一律に発熱した

者は出勤させない等の措置をとる場合には、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあ
てはまり、休業手当の支払いが必要です。

４ 事業の休止に伴う休業の場合

例えば海外の取引先が新型コロナウィルスの
影響を受け事業を休止したことに伴う事業の休
止という場合であっても、休業手当を支払わな
ければならない可能性は高いです。 天変地異

の場合で、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入れ、製品の納入等が不可能と
なったことにより労働者を休業させる場合も、会
社は賃金の6割は支払う必要があるとされてい

ることとパラレルに考えるとそのような結論にな
るでしょう。 ただし、厚労省は、「当該取引先の

依存度、他の代替手段の可能性、事業休止か
らの期間、使用者としての休業回避のための
具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必
要がある」としています。
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５ 自粛要請に応じる休業の場合

新型インフルエンザ等対策特別措置法によ
る対応が取られる中で、協力依頼や要請など
を受けて営業を自粛することもあるでしょう。

この点、営業自粛は飽くまでも要請であり、
強制ではないため、休業手当は支払わなけれ
ばならないというのが基本的な考え方になるで
しょう。
すなわち、前述のように労基法26条の休業

手当を会社が支払わなくて良い場合というの
は、不可抗力による場合に限られており、具体
的には、①その原因が事業の外部により発生
した事故であること、②事業主が通常の経営
者としての最大の注意を尽くしてもなお避ける
ことができない事故であることという要素をい
ずれも満たすことが必要です。

今回の休業要請は、①は満たすでしょう。た
だし、②に該当するといえるためには、使用者
として休業を回避するための具体的な努力を
最大限尽くしていると言える必要があります。

休業回避のための具体的な努力とは、例え
ば、i在宅勤務などの方法により従業員を業務

に従事させることが可能かを十分に検討する
こと、ⅱ休業ではなく別の代替業務で就労させ
ることが可能かを十分に検討すること、が挙げ
られるでしょう。

従業員と賃金についてトラブルになった際に、
休業回避のための具体的な努力はつくていた
か？という点を、きちんと釈明できるように検
討した内容を議事録等で残しておくことがおす
すめです。

とはいえ、そう簡単には、今回の新型コロナ
ウイルス感染症の影響による休業について不
可抗力とは認定されませんので、休業手当を
支払わなければならない場合の方が多いと思
います。しかしながら、自粛要請を国や都道

府県が発信しているなか、休業するのは半ば
当然であり、その負担を会社にのみ負わせる
のは相当とはいえません。そこで、雇用調整
助成金の活用をぜひ検討しましょう。

これは、事業主たる会社が支払った休業手
当の額に応じて、助成金が支払われるというも
のです。

休業手当を支払う場合の国の援助について

前述のように、労働基準法は労働者保護の
観点から、極めて広い範囲で休業手当を支払
うよう要請しています。 そのため、そのアンバ

ランスを是正すべく、雇用調整助成金という制
度があります。

雇用調整助成金とは、端的にいえば、休業
手当を支払う会社に対して、一部を助成すると
いうものです。その結果、会社負担は、賃金
の6％〜10％程度にとどまります。 詳しくは厚
労省のホームページを確認してください。

緊急事態宣言中でも休業手当の支払い義務
が生じるのは確かに過酷かもしれませんが、
雇用調整助成金を活用し、なんとか新型コロ
ナウイルスが収束するまで、耐えていただけ
ればと思います。新型コロナウイルス感染症

の影響による休業に伴う労働問題について質
問がある方は、詳しくは、当事務所までご相談
ください。

●コロナウイルス・ハラスメント

新型コロナウイルスへの感染、新型コロナウ
イルス感染症に関連して労働者が休暇を取得
したこと等コロナウイルスに関連したいじめ、
嫌がらせが生じているようです。
報道による実際に生じた具体例としては、
・除菌スプレーをかけられた

・病院関係者が家族にいる同僚に対し、「ばい
菌を撒き散らす。来るな。」と言われた

・若いから感染しても大丈夫等と言われ混雑し
た電車通勤を指示された等が相談としてあ
がっているようです。

これらは、違法なハラスメント行為であり、許
されてはなりません。

パワハラ防止法
2019年5月に、改正労働施策総合推進法が

成立しました。これは、通称、パワハラ防止法
といわれるものです。

パワハラ防止法により、会社は、職場におけ
るパワーハラスメント防止のために、雇用管理
上必要な措置を講じることが義務となります。
具体的な措置としては、以下があげられます。

・会社（事業主）によるパワハラ防止の社内方
針の明確化と周知
・啓発・苦情等に対する相談体制の整備

・被害を受けた従業員に対するケアや再発防
止
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罰則規定はないものの、パワハラが常態化し
ている場合には会社名が公表されます。すな
わち、ブラック企業のレッテルが貼られ、事実
上の制裁となるのです。このパワハラ防止法
は、大企業では2020年6月から、中小企業で
は2022年4月から施行となります。新型コロナ

ウイルスに伴うハラスメントは、（たとえ施行
前の会社であっても）パワハラ防止法の観点
から看過してはなりません。他の従業員の士
気にも影響することから、厳しい対応で臨む
べきです。

不法行為

各ハラスメントは、程度によっては、民法上
の不法行為（民法709条）に該当しえます。そ

して、例えば上司から部下に対するハラスメ
ントがなされた場合、会社も使用者責任を問
われ、損害賠償が請求される可能性がありま
す（民法715条）。

パワーハラスメントによる慰謝料は、自殺等
に至る場合には、2000万円にものぼることが
あり（例えば、東京高裁平成26年4月23日付
判決、甲府地裁平成27年1月13日付判決等）、
決して安易に考えてはなりません。

会社としては、未然にその芽をつむべく、新
型コロナウイルス感染症に伴うハラスメントに
対して真摯に向き合うべきです。

具体的には、新型コロナウイルス感染症に
よるハラスメント事例の相談を受けた場合に
は、被害者と加害者を別々にヒアリングを行
い、議事録をとり、ハラスメントが認定できる
という場合には、就業規則に沿い懲戒処分を
行うとともに、被害者の心のケアを行う等の
対応をとるのが望ましいでしょう。

なお、当事務所では、顧問先の会社に対し、
ハラスメントの外部窓口として当事務所を設
定できるというサービスを行っております。新
型コロナウイルスに伴うハラスメントのご相談
があれば、当事務所までご連絡ください。

●セミナーのご案内
コロナ不況に打ち勝つ経営・労務セミナー
日時・場所 ：
① 2020年7月2日（木）13：00～17：00
デイライト法律事務所福岡オフィス
② 2020年7月3日（金）13:00〜17:00
デイライト法律事務所北九州オフィス
対象 ：企業・社労士・税理士
講師：
株式会社eパートナーズ代表 出口彰浩
デイライト法律事務所代表 宮﨑晃弁護士
費用： 3000円
※顧問先企業様は無料
※直接参加が難しい方はオンライン視聴可

【コンセプト】

リーマンショックよりも深刻になるといわれて
いるコロナ不況。このような深刻な状況を踏
まえ、外部から特別ゲストをお招きし、不況に
打ち勝つためのセミナーを緊急開催いたしま
す。

本セミナーは①メイン講座と、②補助講座で
構成されます。

メイン講座では、予測される不況時のダメー
ジを最小化し、不況を脱した際の飛躍の土台
を固めるための5つの戦略について、20年以

上中小・ベンチャー企業経営に携わってきた
ゲスト講師が解説します。

また、補助講座では、不況下の賃金カットや
解雇に伴う労務問題に発展する可能性があ
るため、労働問題に詳しい弁護士が解説い
たします。また、助成金をうまく活用すること
で、賃金カットや解雇を回避できる可能性が
あるため、雇用対策と助成金についても解説
いたします。

経営者、担当者、士業（社労士及び税理士）
の皆様は奮ってご参加ください。

本セミナーについて詳しくはこちらからどうぞ。
https://www.daylight-law.jp/138/1380182842/

※転記フリー※
このニュースレターは転記フリーです。
役に立つと思ったら、転記していただいて結構です。

今回の記事に関するお問い合わせはこちらまで
弁護士 竹下 龍之介
電話番号: ０９２－４０９－１０６８
e-mail：info@daylight-law.jp
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